
                                 
児童いきいき放課後事業 令和 7 年度 いきいき活動室用 

「壁掛け式エアコン（A ブロック）」（堀川いきいき外 24 校 36 台）買入 

仕  様  書 

 

 

１ 品 名       壁掛け式エアコン 

 

２ 数量及び設置場所  ３６台（２５校） 

（別紙）「エアコン設置場所・台数・取付け内容等一覧 (A ﾌﾞﾛｯｸ) 」参照 

 

３ 機器の仕様等 

① 納入する機器は、次表に示す仕様並びに例示する機器と同等、もしくはそれ以上の品質・性能を 

有するもので、国内メーカーの新品とする。また、例示する機器以外のもので対応する場合は、 

見積書提出日の２日前までに、カタログ等の仕様が分かるものを担当者に提出し承認を得ること。 

品   名 壁掛け式 エアコン（冷暖房兼用機） 

定格時能力（ＫＷ） 冷房/５.６KW ・暖房/６.３KW（２.５馬力相当） 

電源（Ｖ） 単相 ２００Ｖ 

通年エネルギー消費効率
（ＡＰＦ） 

５.５以上 

リモコン ワイヤード 

参 考 例 示 機 器 

ダイキン工業(株)  ＳＳＲＡ６３ＣＶ 

三菱電機(株)    ＰＫＺ‐ＺＲＭＰ６３ＳＫ５ 

(株)日立製作所   ＲＰＫ－ＧＰ６３ＲＳＨＪ－７ 

②エアコンの設置については、旧機器を撤去し、撤去箇所に新機器を設置すること。 

撤去した旧機器については、受注者が持ち帰り適切に処分すること。 

なお、旧機器の処分費用は見積金額に含めること。 

③機器は、環境への配慮とともにエネルギーコストの削減に配慮したものとする。 

④室内機は、設置場所の担当者が指定する、日常の手入れに支障のない位置に専用取付金具等で 

取付け、強固に固定すること。 

⑤室外機は、設置場所の担当者が指定する位置に設置すること。設置に際しては、専用架台 

（エアコン用コンクリートブロック L450×W80～100×H100 程度）を使用して設置すること。 

⑥機器の設置に際しては、新たに配管【(別紙)※取付け内容等一覧 参照】（冷媒管及びドレン、 

室外機用電源線、内外接続線、アース線、テープ仕上げ）及び窓枠パネル（アルミ製）を取り 

付けること。 

 



なおドレンについては、室外機が屋上に設置され、単独配管となる場合は、VP 管にてドレン配管 

を専用の支持材を用いて強固に取付けること。 

窓枠パネルは W30 ㎝×H150 ㎝とするが、取り付ける窓のサイズに合わせ、隙間の出来ないように 

取付けること。 

その際、外部から窓を開けられないよう必要な措置を講ずること。 

  また、室内機と室外機をアース線（Ⅳ2.0 黄色線）で接続すること。 

⑦室内機は、既存の単相 200V のコンセントにプラグを取り付け、運転できるようにすること。 

⑧機器の設置に際しては、設置場所が「学校」であることを考慮し安全に留意すること。 

⑨既存機器の撤去を行う前に冷媒ガスの回収を実施し、回収した冷媒ガスは関係法令に従って適正に 

処分を行うものとし、その証明書を１部提出すること。 

⑩事前調査に係る費用は、見積金額に含めること。 

 

４ 納入期限   令和 ７年 ９月 ３０日（火）   

 

５ その他 

   ①納入日時については、事前に納入場所の担当者と打ち合わせること。 

   ②設置するエアコンには、業者名及び連絡先、設置年月日を明記のうえ、容易に確認できる場所に 

貼付すること。 

③動作確認作業をおこない、使用できる状態で引き渡すこと。 

④納品時の梱包材等や作業後のごみ等については、受注者が処理すること。 

⑤納品にあたっては、納品確認の印がある「納品書」を受領すること。 

⑥エアコン取付け作業完了後に、納品書・現場写真（施工前・完了後）及び冷媒ガス回収証明書を 

提出すること。 

⑦事前調査及び機器設置等のため学校に赴く際には、受注者は必ず事前に設置場所の担当者と、 

作業日程、時間、内容等についての綿密な打合せをおこない実施すること。 

⑧この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。 

 

６ 担 当 

     （一財）大阪教育文化振興財団 放課後事業課 伊藤 

       大阪市中央区船場中央３－１－７－３０３ 

℡０６－６２５３－６２１１・FAX０６－６２５３－６２１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 台数
配管
距離

室内機
設置場所

室外機
設置場所

ＥＶ
有･無

1 堀 川 小学校いきいき活動室 北区 東天満 2-10-7 1台 6m 2階 2階 有

10m 3階 屋上 有

10m 3階 1階 有

10m 3階 1階 有

3 中 津 小学校いきいき活動室 北区 中津 3-34-18 1台 5m 1階 1階 ―

4 大 淀 小学校いきいき活動室 北区 大淀中 4-10-33 1台 20m 3階 屋上 有

8m 1階 1階 ―

8m 1階 1階 ―

5m 1階 1階 ―

7m 1階 1階 ―

7 西 淡 路 小学校いきいき活動室 東淀川区 西淡路 5-5-32 1台 6m 2階 1階 有

6m 2階 2階 有

7m 2階 2階 有

8m 2階 2階 有

9 豊 里 小学校いきいき活動室 東淀川区 豊里 5-14-60 1台 10m 2階 1階 無

10m 1階 1階 ―

10m 1階 1階 ―

11 大 隅 西 小学校いきいき活動室 東淀川区 大隅 2-3-18 1台 7m 1階 1階 ―

8m 1階 1階 ―

8m 1階 1階 ―

5m 1階 1階 ―

5m 1階 1階 ―

5m 1階 1階 ―

14 東 小 橋 小学校いきいき活動室 東成区 東小橋 3-10-37 1台 8m 1階 1階 ―

15 大 成 小学校いきいき活動室 東成区 大今里西 3-2-62 1台 5m 1階 1階 ―

16 今 里 小学校いきいき活動室 東成区 大今里 1-35-29 1台 10m 2階 屋上 有

17 宝 栄 小学校いきいき活動室 東成区 神路 1-15-48 1台 5m 1階 1階 ―

18 北 鶴 橋 小学校いきいき活動室 生野区 鶴橋 3-4-50 1台 10m 4階 屋上 有

19 東 桃 谷 小学校いきいき活動室 生野区 勝山北 3-7-21 1台 8m 3階 3階 無

20 巽 小学校いきいき活動室 生野区 巽中 3-12-5 1台 5m 3階 屋上 有

21 巽 南 小学校いきいき活動室 生野区 巽南 2-10-7 1台 8m 2階 1階 有

住　　所いきいき名

（別　紙）

エアコン設置場所・台数・取付け内容等一覧  （Ａブロック ）

【更新設置分　36台】

大桐小学校いきいき活動室大 桐10 東淀川区

9‐5 3台

2-6-20 2台

4-5-9

4-1-15 2台

1-23-6 3台

2台

菅 北2 小学校いきいき活動室 北区 菅栄町

5 豊 仁 小学校いきいき活動室 北区 長柄西

小学校いきいき活動室 東淀川区 上新庄

6 豊 崎 小学校いきいき活動室 北区 豊崎 2台

13 大 道 南 小学校いきいき活動室 東淀川区 大道南

2-20-5 3台

12 豊 里 南 小学校いきいき活動室 東淀川区 豊里 5-12-41

8 新 庄
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№ 台数
配管
距離

室内機
設置場所

室外機
設置場所

ＥＶ
有･無住　　所いきいき名

15m 3階 1階 有

15m 3階 1階 有

23 新 森 小 路 小学校いきいき活動室 旭区 新森 6-3-13 1台 6m 3階 屋上 有

24 太 子 橋 小学校いきいき活動室 旭区 太子橋 1-12-15 1台 6m 1階 1階 ―

25 高 殿 南 小学校いきいき活動室 旭区 高殿 3-10-30 1台 5m 1階 1階 ―

  　※　取付け内容（全設置場所共通）

小学校いきいき活動室 大宮

　窓枠パネル、室外機専用架台、配管テープ仕上げ

合　　計 36台

　配管（距離は上記参照、室内機と室外機をアース線（Ⅳ2.0黄色線）で接続、

22 大 宮 旭区 4-9-16 2台
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特 記 仕 様 書 

 

 

１ 暴力団等の排除について 

 

(1) 受注者が、この契約の履行期間中に一般財団法人大阪教育文化振興財団暴力団等排

除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約を解除することがある。 

 

(2) 受注者は、入札等除外措置の期間中にこの契約の全部又は一部の下請負をさせ、若

しくは受託させてはならない。また、入札等除外措置の期間中の者を保証人としてはな

らない。 

また受注者は、この契約の下請負若しくは受託をさせた者（以下「下請負人等」とい

う。）または保証人が契約履行期間中に入札等除外措置を受けた場合は、速やかに下請

負人等との契約の解除又は保証人の変更をしなければならない。 

 

(3)  受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員等から妨害又は不当要求を受けたとき

は、速やかに、この契約に係る財団の検査職員（以下「検査職員」という。）へ報告する

とともに、警察への届出を行わなければならない。 

また受注者は、下請負人等が暴力団員等から妨害又は不当要求を受けたときは、当該

下請負人等に対し、速やかに検査職員へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指

導しなければならない。 

                             

(4) 受注者は（3）に定める報告及び届出により、財団が行う調査並びに警察が行う捜査

に協力しなければならない。   

 

(5) 発注者及び受注者は、暴力団員等からの妨害又は不当要求により契約の適正な履行が

阻害されるおそれがあるときは、双方協議のうえ、履行日程の調整、履行期間の延長、

履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。 

 

 


